
【育児・介護休業法の概要】 
 
○育児休業 
・子が１歳（保育所に入所できないなど、一定の場合は、最長２歳）に達するまで分割して２回まで、育

児休業の権利を保障 
・父母ともに育児休業を取得する場合は、子が１歳２か月に達するまでの間の１年間、取得可能【パパ・

ママ育休プラス】 
※有期雇用労働者は、下記の要件を満たせば取得可能 
 子が１歳６か月（２歳まで休業の場合は２歳）に達するまでに、労働契約（更新される場合には、更新  

後の契約）の期間が満了することが明らかでないこと 
 
○産後パパ育休（出生時育児休業） 
・子の出生後８週間以内に４週間を上限として分割して２回まで、育児休業とは別に取得可能 
※有期雇用労働者は、下記の要件を満たせば取得可能 

出生日又は出産予定日の遅い方から起算して８週間を経過する日の翌日から６か月を経過する日まで
に、労働契約（更新される場合には、更新後の契約）の期間が満了することが明らかでないこと 
 

・労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能 
※就業可能日の上限 
・休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分 
・休業開始・終了予定日を就業日とする場合は当該日の所定労働時間数未満 
（注）就業日数は、育児休業給付の支給要件とは異なりますのでご留意ください。 
 
○介護休業 
・対象家族１人につき、通算 93 日の範囲内で合計３回まで、介護休業の権利を保障 
※有期雇用労働者は、下記の要件を満たせば取得可能 
 取得予定日から起算して 93 日を経過する日から６か月を経過する日までの間に、労働契約（更新され 

る場合には、更新後の契約）の期間が満了することが明らかでないこと 
 
○子の看護休暇 
・小学校就学前の子を養育する場合に１年度に５日（２人以上であれば 10 日）を限度として取得できる

（１日又は時間単位） 
 

○介護休暇 
・介護等をする場合に１年度に５日（対象家族が２人以上であれば 10 日）を限度として取得できる（１

日又は時間単位） 
 

○所定外労働・時間外労働・深夜業の制限 
・３歳に達するまでの子を養育し、又は家族の介護を行う労働者が請求した場合、所定外労働を制限 
・小学校就学前までの子を養育し、又は家族の介護を行う労働者が請求した場合、月 24 時間、年 150 時

間を超える時間外労働を制限 
・小学校就学前までの子を養育し、又は家族の介護を行う労働者が請求した場合、深夜業（午後 10 時か



ら午前５時まで）を制限 
 

○短時間勤務の措置等 
・３歳に達するまでの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務の措置（１日原則６時間）を事業主に  

義務づけ 
・３歳に達するまでの子を養育する労働者に短時間勤務を行わせることが難しい場合は、次のいずれか

の措置を講ずる義務 
①育児休業に関する制度に準ずる措置 
②フレックスタイム制 
③始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ 
④事業所内保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与 
・介護を行う労働者について、３年の間で２回以上利用できる次のいずれかの措置を事業主に義務づけ 
①短時間勤務制度 
②フレックスタイム制 
③始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ 
④介護費用の助成措置 
 
○育児休業を取得しやすい雇用環境の整備 
・育児休業と産後パパ育休の申出が円滑に行われるようにするため、研修、相談窓口設置等を事業主に義

務付け 
 
○個別周知・意向確認の措置 
・本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に、育児休業制度等の個別の周知・休業の取得意向

を確認するために、面談等の措置を講じることを事業主に義務付け 
 
○育児休業等の取得状況の公表 
・常時雇用する労働者数 1,000 人超の事業主に、男性の育児休業取得率等を年１回公表することを義務

付け 
 
○不利益取扱いの禁止等 
・事業主が、育児休業等を取得したこと等を理由として解雇その他の不利益取扱いをすることを禁止 
・事業主に、上司・同僚等からの育児休業等に関するハラスメントの防止措置を講じることを義務付け 

 
○実効性の確保 
・苦情処理、紛争解決援助、調停 
・勧告に従わない事業所名の公表 
 
育児・介護休業法の詳細な内容については、厚生労働省ホームページでご確認ください。 
【厚生労働省ホームページ】 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html 
育児・介護休業法に関するお問い合わせは、都道府県労働局雇用環境・均等部（室）へ 
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